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目

次

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

小
平
市
及
び
東
大
和
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
三
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　
�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

告
　
　
　
示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
八
件
）
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
三
課
）…	
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

四

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…	

五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

　

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…	

五

告
　
　
　
示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…	

七

公
　
　
　
告

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…	

七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

七

告
　
　
　
示

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

立
川
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
十
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

国
立
市
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京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

立
川
市
、
東
村
山
市
、
国
分
寺
市
、
国
立
市
、
東

大
和
市
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
及
び
武
蔵
村
山

市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除�

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

武
蔵
村
山
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
（
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�
特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
五
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

西
東
京
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
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令
和
六
年
六
月
七
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

令
和
六
年
五

月
二
十
三
日

福
生
市
大
字
熊

川
字
東
四
百
四

十
一
番
一
、
同

番
一
地
先
、
同

番
三
、
同
番
四
、

四
百
四
十
二
番
、

四
百
四
十
三
番

一
、
同
番
五
、

同
番
十
、
同
番

十
四
、
同
番
十

五
、
四
百
四
十

六
番
八
、
同
番

十
、
同
番
十
一
、

四
百
四
十
七
番

二
十
六
、
四
百

五
十
番
十
一
、

同
番
十
七
及
び

四
百
五
十
一
番

一
の
各
一
部
、

同
番
三
並
び
に

同
番
四
及
び
四

百
五
十
六
番
十

一
の
各
一
部
、

同
番
十
二
、
同

番
十
三
並
び
に

四
百
五
十
九
番

一
、
同
番
二
及

び
四
百
六
十
番

一
の
各
一
部
、

同
番
二
並
び
に

四
百
六
十
一
番

三
及
び
同
番
十

延
長

一
二
三
・
三
八

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

新
宿
区
、
中
野
区
、
三
鷹
市
、
調
布
市
及
び
狛
江

市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
（
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

武
蔵
野
市
、
小
平
市
及
び
西
東
京
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会
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の
各
一
部
並
び

に
同
番
十
一

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
興
野
一

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

足立区興野一丁目578番26

578番27

578番29

別図

形質変更時要届出区域

支点①

北

76度17分00秒

支点②

北
足立区興野一丁目548番3

筆境界

単位区画

【凡例】

調査対象地

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれ

【格子の回転角度】

らと平行して10m間隔で引いた線により構成されている格子を、支点を中心と

して、右回りに回転させた角度を示す。

支点①：足立区興野一丁目578番26の最北端とする。

【支点】

形質変更時要届出区域
(令和元年東京都告示第 号により指定した区域)

支点②：足立区興野一丁目548番3の最北端とする。

(平成30年東京都告示第1623号により指定した区域)

支点①：76度17分00秒

支点②：1度4分44秒

1度4分44秒

0度58分45秒

北

形質変更時要届出区域

支点③：0度58分45秒

支点③：足立区興野一丁目594番3の最北端とする。

支点③

足立区興野一丁目594番3

584番4

584番10

584番11

形質変更時要届出区域
(この告示により指定する区域)

(令和２年東京都告示第1087号により指定した区域)

584番3

594番1 584番2
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令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

解
除
を
予
定
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

青
梅
市
柚
木
町
一
丁
目
一
〇
五
番
一
・
一
〇
七
番
一
（
以
上
二

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
五
番
三
、

同
番
四
、
同
番
六
か
ら
同
番
九
ま
で
、
同
番
一
一
か
ら
同
番
一
三

ま
で
、
一
〇
七
番
二
か
ら
同
番
四
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
産
業
労
働
局

農
林
水
産
部
及
び
青
梅
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一
㈠
路
線
名

都
道
落
合
井
草
線

　

㈡
指
定
す
る
区
間

中
野
区
鷺
宮
六
丁
目
七
百
八
十
七
番
二
地
先

か
ら
杉
並
区
井
草
三
丁
目
七
十
二
番
八
地
先

ま
で

　

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠
路
線
名

都
道
環
状
八
号
線

　

㈡
指
定
す
る
区
間

杉
並
区
井
草
三
丁
目
四
十
五
番
一
地
先
か
ら

同
所
七
十
二
番
二
地
先
ま
で

　

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
王
子
市
南
浅
川
町
三
三
九
四
番
・
三
六
二
三
番
一
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
二
三
二
番

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
八
王
子
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で

あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

あ
き
る
野
市
養
沢
字
橋
沢
一
〇
七
〇
番
一
、
一
〇
七
一
番
一

二　

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
あ
き
る
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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至
谷
原

井草二丁目

七
二
の
八

四
七
の
五

一
五
六
の
四

至野方

至
荻
窪

五
六
の
一

九
一
の
三

都道落合井草線

一
四
一
の
一

N

六
一
七
の
一

中野区

七
七
九
の
一

1
5 .

0 0

四
六
の
六

A

一
五
九
の
五

都道落合井草線

七
七
三
の
六

六
九
の
六

五
〇
の
二

一
三
七
の
三

九
七
の
四

都
道
飯
田
橋
石
神
井
新
座
線

至
石
神
井
町

N

七
二
の
八

井草二丁目

四
五
の
一

四
四
の
六

五
〇
の
三

八
六
の
一

至上石神井

至
本
天
沼

N

一
五
三
の
三

九
四
の
一

至野方

七
二
の
二

一
四
〇
の
一

井草一丁目

六
一
八
の
三

七
二
の
一
三

鷺宮六丁目

七
八
〇
の
四

A'

一
六
五
の
一

1 5
.
0 0

四
三
の
一
七

五
二
の
一

九
八
の
一

井草三丁目
七
二
の
一
三

至上石神井

四
六
の
六

一
五
三
の
三

至
荻
窪

A'

六
一
の
一

一
四
六
の
一
〇

都道杉並田無線

都道杉並田無線

一
五
四
の
五

七
八
の
九

杉並区

六
一
八
の
一

七
七
八
の
四

上鷺宮五丁目

七
八
七
の
二

四
二
の
二

一
四
一
の
三

七
〇
の
四

七
七
四
の
五

一
六
七
の
二

四
九
の
三

都道落合井草線

四
二
の
二

五
六
の
六

A六
九
の
一

15
.0
0

一
五
四
の
二

都
道
環
状
八
号
線

都
道
環
状
八
号
線

五
五
の
一

八
五
の
二

井草三丁目

七
七
の
一
二

六
一
九
の
一
六

四
五
の
一

杉並区

七
一
の
一

一
四
六
の
一

中野区

七
八
〇
の
一

一
六
六
の
一

至
谷
原

一
六
八
の
一

六
九
の
二

杉並区

七
一
の
一

別 

図 

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
略
図 

 
 
 

都
道
落
合
井
草
線 

都
道
環
状
八
号
線 

中
野
区
鷺
宮
六
丁
目
～
杉
並
区
井
草
三
丁
目 

 
 

都 
 

道 

 
 

特
別
区
道 

計 

画 
線 

 
 

指
定
区
間 

(１)
都
道
落
合
井
草
線 

延
長 

 

一
、
一
二
九
・
九
八
メ
Ι
ト
ル 

 

(

電
線
共
同
溝
予
定
名
称 

落
合
井
草
・
二
号)

 

(２)
都
道
環
状
八
号
線 

 
 

 

延
長 

 
 
 
 
 
 
 

三
六
・
〇
八
メ
Ι
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
(

電
線
共
同
溝
予
定
名
称 

環
状
八
号
・
十
二
号)   

 
 

既
指
定
区
間 

 
 

              

いおぎ

しもいぐさ

至鷺ノ宮

至上井草

杉並区

中野区

都道落合井草線都
道
飯
田
橋
石
神
井
新
座
線

都道杉並田無線 都
道
環
状
八
号
線

都道椎名町上石神井線

西武新宿線

至上石神井

至上石神井

至野方

上井草一丁目

井草四丁目

井草二丁目井草

上鷺宮五丁目

鷺宮六丁目

下井草二丁目

下井草三丁目

下井草四丁目
下井草

下石神井
一丁目

南田中一丁目

至本天沼

指定箇所

N

白鷺三丁目

井草一丁目

五丁目

三丁目

至
荻
窪

至
谷
原

至
石
神
井
町

至貫井

富士見台
一丁目

（２）都道環状八号線 

（１）都道落合井草線 
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東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
三
十

三
番
一
（
第
一
工
区
）

東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
三

十
五
番
地
五

有
限
会
社
ビ
・
グ
ラ
ド

代
表
取
締
役　

櫻
井　

喜
吉

東
久
留
米
市
幸
町
三
丁
目
七
番

二
号

東
京
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事　
　

大
山　

裕
視

合
理
事
長
阿
川
常
男
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
令
和
六
年
四
月
十
六
日

付
け
で
理
事
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
七
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

阿
川　

常
男

日
野
市
大
字
川
辺
堀
之
内
五
百
六
十
二
番
地

岸
野　

隆
史

同　
　
　
　
　
　
　
　

所
五
百
十
一
番
地

山
田　

重
雄

同　
　
　
　
　
　
　
　

所
二
百
四
十
二
番
地

岸
野　

國
男

同　
　
　
　
　
　
　
　

所
五
百
十
六
番
地

伊
藤　

義
男

同　
　
　
　
　
　
　
　

所
百
六
十
三
番
地

伊
藤　

通
夫

同　
　
　
　
　
　
　
　

所
百
八
十
四
番
地

平
野　

勝
明

同　

市
大
字
豊
田
千
四
百
三
十
一
番
地
の
四

阿
川　

敏
幸

同　

市
大
字
川
辺
堀
之
内
百
五
十
四
番
地

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
六
月
七
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

東
久
留
米
市
学
園
町
二
丁
目
十
九

番
六

埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
一
丁
目

二
十
一
番
地
二

株
式
会
社
中
央
住
宅

代
表
取
締
役　

品
川　

典
久

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
六
月
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
玉
川
上
水

立
川
市
柏
町
四
丁
目
七
十
五
番
地
の

三

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
府
中
住
吉

府
中
市
住
吉
町
三
丁
目
十
三
番
地
の

一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
西
府

府
中
市
本
宿
町
二
丁
目
八
番
地
の
六

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
府
中
中
河
原

府
中
市
住
吉
町
四
丁
目
十
七
番
地
の

一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
府
中
南
町

府
中
市
南
町
一
丁
目
四
十
八
番
地
の

十

そ
ん
ぽ
の
家　

上
北
台

東
大
和
市
立
野
二
丁
目
三
番
地
の
十

一

公
　
　
　
告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
野
市
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理
組
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